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ク
リ
ー
ク
ル

近
か
ら
う
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
ま
だ
多
〈
敏
ヘ
一
多
の
金
銀
を
続
み
去
っ
た
者
が
あ
る
o
之
を
久
し
う
一
夕
日
バ
ヤ
シ
ジ
カ
タ

J
タ
リ
パ
ヤ
一
日
記
に
五
イ
と
披
へ
て
問
る
か
ら
別
物
の
や
う
に
も

過
ぎ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
ぬ

o

-

L

て

犯

人

を

逮

捕

し

得

な

か

っ

た

が

、

源

左

衛

門

が

一

y

ア

ト

栗

林

跡

。

一

問

。

は

れ

る

。

夕
日
カ
ラ
ヤ
マ
倶
利
伽
諸
山
河
北
榔
の
東
北
一
待
て
締
泊
せ
し
に
拘
ら
ず
、
窃
償
を
排
釘
し
、
服
飾
一
夕
日
パ
ヤ
シ
タ
Z
モ
ン
栗
林
太
右
衛
門
前
凶
一
ク
ル
ス
モ
ン
久
留
手
紋
加
賀
滞
士
中
で
久
留

越
中
と
の
界
に
在
っ
て
高
二
七
七
米
。
山
上
に
供
利
↑
器
玩
を
W
H
ふ
等
の
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
四
年
正
周
一
利
家
に
召
出
さ
れ
た
御
大
工
で
あ
る
。
後
に
前
間
利
一
子
紋
を
用
ひ
た
も
の
に
巾
村
氏
が
あ
る
。
中
村
典
鵬
・

伽
羅
継
現
を
紺
る
。
一
に
供
梨
伽
綴
・
供
理
伽
綴
・
九
一
士
一
百
年
省
杭
山
隆
建
は
、
源
左
衛
門
の
踊
役
岩
凶
一
政
に
仕
へ
て
知
行
三
百
伎
を
受
け
た
。
一
筆
記
の
松
山
品
公
夜
話
泊
加
に
‘
『
私
紋
所
度
々
御
神
被

飽
伽
緩
・
栗
柄
・
栗
一
般
と
欝

L
、
又
礎
技
山
と
も
磁
路
一
偲
左
衛
門
を
し
て
彼
の
議
行
を
剥
査
せ
し
め
、
十
八
一
夕
日
パ
ヤ
シ
-
-
ザ
エ
モ
ン
栗
林
仁
左
衛
門
加
↑
港
、
宜
激
一
紋
に
候
向
御
窓
に
削
、
か
引
を
御
手
被
滋
候
。

山
と
も
稽
し
て
北
限
遣
が
こ
れ
を
横
断
す
る
。
議
永
一
日
を
以
て
捕
縛
す
る
に
決
し
た
。
源
左
衛
門
乃
ち
情
一
賀
藩
初
の
御
大
工
で
、
五
十
俵
二
人
挟
持
を
賜
は
つ
一
は
な
く
る
す
と
前
々
よ
り
巾
傍
へ
候
よ
し
市
上
候

二

年

源

平

二

氏

こ

の

附

近

に

戦

う

た

を

以

て

有

れ

で

を

知

。

、

同

日

部

暁

そ

の

姿

と

三

子

と

を

刺

裂

し

‘

一

た

。

一

盛

、

桜

本

何

を

百

し

た

る

も

の

に

候

哉

と

、

金

鍔

紺

あ
る
。
源
平
服
装
記
に
『
供
利
伽
羅
と
い
ふ
は
、
加
己
も
向
M
A
し
た
。
源
左
衛
門
が
剰
し
た
金
銀
は
、
町
一
夕
日
フ
ホ
栗
生
保

J
ア
ハ
フ
ホ
梨
生
保
。
一
屋
な
ど
御
手
有
之
候
へ
ど
も
相
知
不
巾
候
o
』
と
あ
る

到
と
越
中
と
の
境
な
り
o
嶺
に
一
宇
の
伽
院
あ
り
0

ト
人
組
腿
太
郎
左
衛
門
が
隠
慨
し
て
屑
た
が
、
小
判
六
一
夕
日
ヤ
マ
栗
山

mm咋
榔
土
問
庄
に
臨
す
る
部
一
も
の
即
ち
是
で
、
そ
の
同
姓
十
一
家
皆
花
久
留
子
を

昔
越
の
大
徳
、
諸
凶
修
行
し
給
ひ
し
に
、
供
利
伽
縦
一
丙
十
八
一
刷
、
丁
鋭
一
枚
五
十
五
匁
五
分
、
鷲
歩
金
二
一
務
。
能
管
名
跡
志
に
、
『
印
内
村
・
矢
凶
村
・
栗
山
村
一
周
ひ
た
。
但
し
こ
の
中
村
氏
が
も
と
基
督
教
徒
で
あ

明
正
法
を
行
ひ
給
ひ
た
り
し
か
げ
、
共
よ
む
し
て
此
千
五
円
九
十
一
切
、
銀
七
貰
九
円
匁
、
小
玉
鋭
六
十
一
三
守
所
は
紙
漉
腕
也
0
』

と

あ

る

。

一

っ

た

か

否

か

は

明

ら

か

で

な

い

。

附

人

又

滞

の

老

院

山
を
供
利
伽
縦
紙
と
も
申
す
と
か
。
越
中
同
郷
披
榔
況
匁
あ
っ
た
。
滞
国
で
務
有
の
金
銀
を
績
ん
だ
こ
と
一
夕
日
ヨ
ウ
パ
シ
久
鑓
橋
能
美
都
小
松
に
在
つ
一
横
山
氏
の
家
紋
出
を
、
牒
玄
の
安
が
高
山
市
坊
の
女

の
山
な
れ
げ
、
破
披
山
と
も
巾
す
め
り
。
谷
深
う
し
一
此
く
の
如
き
は
、
前
後
そ
の
比
類
を
見
ぬ
。
一
て
‘
九
了
橋
と
も
九
飽
橋
と
も
都
い
て
あ
る
o
能
楽
一
で
あ
っ
た
協
に
、
久
留
子
紋
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
者

て
山
高
く
‘
峨
雛
に
し
て
道
釧
し
o
応
も
人
も
行
諮
↑
夕
日
夕
デ
ン
ベ
エ
栗
田
健
兵
衛
前
出
利
家
に
一
郡
名
蹴
誌
に
、
音
こ
の
橋
を
架
け
て
時
た
際
、
板
津
一
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
康
玄
の
父
M
K
知
時
代
か
ら
用
ひ

ふ
こ
と
縦
か
ら
ず
0
』
と
あ
る
も
の
は
、
そ
の
地
の
紙
一
仕
へ
て
二
一
白
石
を
領
し
、
箆
永
十
一
一
一
年
夜
。
子
孫
相
一
の
庄
下
の
郷
一
授
大
持
久
了
某
と
い
ふ
者
が
采
打
し
一
ら
れ
て
跨
る
も
の
で
、
長
知
は
幼
年
の
際
越
前
大
野

況
で
あ
る
。
所
前
一
宇
の
伽
院
と
は
、
手
向
跡
祉
の
一
綴
い
で
滞
に
仕
へ
る
o

一
た
鍔
に
射
殺
さ
れ
た
。
そ
れ
よ
b
久
了
橋
と
名
づ
け
一
の
附
践
寺
縦
天
に
摂
ん
だ
が
、
そ
よ
を
僻
し
た
際
鮒

宮

寺

長

柴

寺

の

こ

と

で

あ

る

o

一

ク

リ

タ

ヨ

ザ

Z

モ
ン
栗
田
奥
左
衛
門
伊
藤
又
一
ら
れ
た
と
あ
る
。
或
は
越
前
の
朝
食
氏
が
加
賀
の
一
一
天
か
ら
砲
を
描
い
た
経
雄
子
を
奥
へ
ら
れ
、
後
戦
陣

夕
日
夕
キ
ユ
ウ
エ
モ
ン
栗
田
久
右
衛
門
御
馬
一
左
術
門
の
子
。
氏
を
殴
め
て
前
回
利
慌
に
仕
へ
、
一
二
撲
を
討
伐
し
た
頃
、
本
郡
赤
井
に
在
っ
た
稽
名
寺
の
一
に
出
づ
る
保
に
之
を
着
し
て
功
を
壊
げ
た
か
ら
、
従

組
組
に
臨
し
、
二
刊
行
を
党
け
た
が
、
牧
納
米
を
一
一
一
百
五
十
石
を
領
し
た
。
子
深
刻
緩
い
で
滞
に
仕
へ
る
o
一
信
了
債
の
弟
に
空
了
と
い
ふ
も
の
が
こ
L
で
戦
死
し
一
来
の
三
葉
柏
を
袈
紋
と
し
て
、
砲
を
用
ひ
る
に
京
つ

軍
政
に
し
た
雑
緩
犯
し
、
点
字
元
年
六
周
十
九
日
前
夕
日
ノ
キ
バ
ヤ
シ
、
栗
ノ
木
林
石
川
榔
呆
野
領
一
た
。
故
に
空
了
橋
と
い
う
た
の
が
後
に
九
飽
橋
に
な
一
た
と
偲
へ
ら
れ
る
。

m左
京
に
御
預
と
な
り
、
入
用
品
u
五
日
能
慣
に
流
さ
一
陣
川
が
け
の
上
に
、
元
利
二
年
の
頃
締
木
・
栗
木
林
・
一
っ
た
と
も
い
ふ
。
一
一
一
盗
犯
に
は
、
沈
永
十
六
年
前
凶
一
ク
ル
マ
車
河
北
地
弁
上
庄
に
臨
す
る
邸
前
。

れ
、
子
源
右
衛
門
別
に
新
知
二
百
討
を
受
け
た
。
一
裕
鈎
側
を
作
。
、
又
野
凶
道
右
の
方
に
油
木
敏
千
株
一
利
常
が
小
訟
を
菟
護
の
地
と
し
た
時
.
町
中
立
替
一
ク
ル
マ
バ
シ
草
橋
金
禅
締
梁
記
に
、
『
取
栂
、

夕
日
夕
タ
ダ
ヤ
ス
栗
田
忠
穂
辿
帯
十
郎
兵
衛
。
一
を
航
ゑ
て
、
三
ヴ
態
と
い
ふ
腕
の
土
蔵
に
木
，
質
を
入
一
・
り
、
梯
橋
・
く
れ
う
橋
弘
少
し
川
上
へ
架
け
か
へ
ら
一
一
政
久
寺
下
』
と
あ
る
。
此
の
鵠
は
大
一
旦
問
用
水
に
架

資
Mm三
年
半
左
衛
門
長
宣
の
球
一
一
一

η石
を
製
ぎ
、
組
一
れ
、
城
巾
用
の
灯
油
を
製
し
た
と
い
ふ
。
呆
野
の
一
一
れ
た
と
あ
る
。
一
け
た
板
橋
で
、
そ
の
遊
に
水
市
が
あ
っ
た
か
ら
車
俄

外
に
列
し
‘
明
和
一
一
一
年
百
五
十
石
を
減
じ
、
天
明
五
一
部
に
栗
J

木
林
の
名
の
起
っ
た
の
は
是
に
凶
る
。
一
タ
ル
ク
ル
来
々
親
元
日
記
文
明
十
三
年
三
周
一
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
今
は
大
豆
刷
用
水
が
廃
せ
ら

年
十
一
周
廿
四
日
五
ケ
山
に
流
刑
を
命
ぜ
ら
れ
、
十
一
夕
刊
日
バ
ヤ

栗
林
地
方


